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貯
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利
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と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

川
川
知
十
三
年
に
支
那
事
賓
が
始
ま
つ
甘
か
ら
の
我
闘
心
財
政
政
策
は
、
経
費
支
併
の
財
源
と
し
て
公
怖
を
第
一
と
し
租
税
を
第
二
'

こ
の
方
式
ぽ
昭
和
十
六
年
陀
犬
束
唖
戦
争
が
勃
費
し
た
後
に
も
織
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
俄
り
に
昭
和
十
七
年
度

丹
待
閣
の
財
政
に
つ
き
公
侃
及
び
租
税
山
仙
波
間
に
占
む
る
知
合
を
見
る
に
、
潤
泡
(
公
債
五
O
U
F

租
時
一
一
二
一
見
)
英
図
(
畳
債
五
四
対
租
酷
四

二
百
)
米
薗
(
公
債
六
間
対
租
碕
三
四
ぎ
と
な
っ
て
ゐ
る
。
昭
和
十
八
年
度
の
我
国
財
政
に
於
て
も
公
債
六

O
W月
租
税
二
四
%
の
数
字
を

一
市
し
、
公
債
牧
入
を
第
一
と
し
租
税
牧
入
を
第
二
と
し
て
ゐ
る
が
租
税
の
部
分
が
割
合
に
少
く
公
債
の
部
分
が
割
合
に
多
〈
在
っ
て

ゐ
る

3

己
の
方
針
を
昭
和
十
九
年
度
以
後
に
持
績
ず
べ
き
か
否
か
は
将
来
の
問
題
に
属
し
て
ゐ
る
が
、
現
貨
に
於
て
は
公
偵
財
源
が

軍
要
注
る
意
味
を
有
し
て
ゐ
る
か
ら
特
肥
公
債
の
研
究
を
必
要
と
す
る
。

最
近
の
数
字
は
明
か
に
せ
ら
れ
で
ゐ
な
い
が
、
支
那
事
時
哩
が
抽
出
生
し
て
か
ら
昭
和
十
七
年
五
月
末
に
至
る
聞
に
新
規
に
発
行
せ
ら

れ
た
公
債
の
金
額
を
強
行
方
法
別
に
調
べ
る
と
突
の
結
果
を
得
る
の
で
あ
る
。
(
昭
校
百
寓
岡
)

日
本
担
行
引
受

郵

便

局

頁

出

頂

企

部

引

受

二
一
、
六
一
八

二
、
四
一
三

七、

C
二
O

同
債
シ
シ
ヂ
ケ
B

ト
引
受

「
告
一
回

、

五 O
二 O

利
子
課
曲
、
と
貯
蓄
盟
系
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利
子
課
枕
と
貯
蓄
控
系

本
去
を
見
れ
ば
日
本
銀
行
引
受
と
大
蔵
省
預
金
部
引
受
と
が
護
行
公
債
総
額
の
中
で
如
何
に
犬
怠
る
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
か
を
知

= 

八‘

る
と
と
が
出
来
る
。

併
し
、
己
れ
は
新
規
公
債
が
如
何
な
る
方
法
で
費
行
せ
ら
れ
た
か
を
一
不
す
だ
け
で
あ
っ
て
、
強
行
せ
ら
れ
た
公
債
が
結
局
に
於
て

保
有
分
布
欣
況
を
制
べ
る
と
突
の
数
字
を
得
る
の
で
あ
る
。
(
車
位
百
高
岡
)

何
人
の
手
に
議
ち
着
h

て
ゐ
る
か
は
別
問
題
で
あ
る
a

関
債
務
行
現
在
高

E
閥
抗
所
有
者
別
に
示
し
、
昭
和
十
七
年
六
月
末
の
園
債

哲

語

録

貯

蓄

銀

特

咋

雄

日

誌

骨

保

険

骨

虚

業

組
d

計

手?社世行行行

九
、
八
九
O

四、

O
五
九

八
、
七
九
六

間
五
五

一
、
八
一

o

一
、
ご
O
四

一
一
六
、
一
一
一
六

政共

碑

組

公

北

国

小

計

其

他

公

合

計

一
一
、
八
八
七

二=一三

、
一

O
六

一
一
一
、
二
一
一
七

五
、
八
六
2
-

凹
問
、
=
一
O
七

世合府東

閥
的
の
犬
部
分
は
↓
へ
椛
符
政
余
部
(
政
府
)
を
始
め
各
砲
金
融
機
関
の
所
有
す
る
所
忙
か
L
り
、
「
共
他
公
衆
」
の
所
有
す
る
所
は
全

間
の
十
三
メ

1
そ

y

ト
に
止
ま
る
。
要
す
る
に
新
規
に
護
行
せ
ら
れ
た
岡
山
の
大
部
分
は
日
本
銀
行
が
ユ
世
づ
之
を
引
受
け
、
日
本

銀
行
引
受
の
閉
山
中
L
A
M
刷
機
闘
が
買
入
れ
認
に
岡
山
の
消
化
が
行
は
れ
る
の
で
あ
る
。
金
融
機
闘
の
中
で
日
本
銀
行
等
の
特
殊
銀
行

が
園
川
怖
を
所
布
す
Z
場
合
は
別
と
し
て
、
北
ハ
他
の
令
一
融
機
闘
が
岡
債
を
所
有
す
る
た
め
に
は
預
貯
金
が
金
融
機
闘
の
手
に
集
中
せ
ら

れ
ろ
E
1
f一
平
一
前
提
と
す
る
。

己
れ
図
仙
消
化
政
策
の
た
め
に
政
府
が
府
警
を
符
岡
山
ず
る
所
以
で
あ
る
。
昭
和
十
=
一
年
の
八
十
億
刷
局

金
問
和
十
例
年
の
百
凶
同
貯
金
、
昭
和
十
五
年
の
百
二
十
倍
附
用
金
、
昭
和
十
六
年
。
百
七
十
倍
悶
貯
金
、
昭
和
十
七
年
の
二
百

三
十
倍
回
出
金
、
昭
和
十
八
年
の
二
百
八
十
億
闘
貯
金
と
、
国
家
経
費
が
増
す
毎
に
、
園
債
務
担
行
高
が
靖

f
毎
に
、
用
蓄
目
標
額
を



犬
に
し
て
ゐ
る
所
以
で
あ
る
a

か
〈
て
貯
蓄
を
通
巳
て
金
融
と
財
政
止
が
結
び
つ
い
で
ゐ
る
。

貯
者
の
奨
励
忙
常
り
章
一
要
た
の
は
預
貯
金
利
子
の
高
さ
を
ど
の
遜
に
き
め
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
勿
論
、
貯
蓄
の
奨
闘
は
園
民
の

州
問
帥
運
動
と
し
て
趨
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
採
算
を
離
れ
て
貯
者
に
つ
と
め
て
ゐ
る
例
は
到
る
所
に
之
を
見
受
け
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
貯
詩
奨
励
運
動
が
永
純
化
し

E
つ
続
々
強
化
せ
ら
れ
る
以
上
は
、
合
期
的
の
利
率
を
定
め
採
算
上
に
於
て
も
無
理
の
左
い
と
と

が
必
要
で
あ
る
。
預
貯
金
の
利
子
は
貸
付
資
本
利
子
の
一
種
で
あ
っ
て
利
率
が
概
定
的
性
質
を
有
し
、
か
の
利
率
が
費
動
常
在
き
株

よ
配
ほ
と
性
質
主
異
に
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
費
令
一
主
有
す
る
人
は
株
式
に
投
資
す
る
か
貯
蓄
に
向
け
る
か
に
つ
き
選
揮
。
自
由
を
有

又
同
巴
〈
税
定
利
付
の
貸
付
資
本
に
む
け
る
と
し
て
も
、
関
川
町
地
方
的
批
債
の
い
づ
れ
か
を
購
入
す
る
か
、
或
は
預
貯

金
に
む
け
る
か
が
問
題
で
あ
る
ョ
更
に
頂
貯
金
に
む
け
る
に
し
て
も
如
何
左
る
樋
類
頂
貯
金
の
を
探
ぷ
べ
き
か
に
つ
雪
遊
探
の
自
由

し
て
ゐ
る
。

が
時
間
さ
れ
て
ゐ
る

3

か
〈
て
各
種
の
金
利
の
点
準
白
調
品
川
d

が
貯
蓄
の
奨
励
に
活
り
貫
姿
と
友
っ
て
〈
5
0

本
問
題
の
解
決
陀
営
り
更
に
在
意
す
べ
き
は
配
首
利
子
課
税
の
問
題
で
あ
る
。
税
率
の
低
い
時
は
犬
し
た
問
題
と
左
ら
左
か
っ
た

が
、
今
日
の
如
〈
税
率
が
弔
〈
た
っ
て
く
る
と
、
長
刷
利
廻
と
税
引
利
組
と
の
間
に
相
首
の
阿
曽
が
出
来
で
〈
る
。
加
ふ
る
に
税
率

そ
の
も
の
が
配
常
余
と
貸
付
資
本
利
子
と
に
よ
り
異
り
、
叉
貸
付
資
本
利
子
の
中
で
も
預
貯
金
圭
共
他
の
も
の
に
よ
り
異
り
、
更
忙

岡
山
貯
金
の
掃
州
知
に
上
つ
で
媛
っ
て
〈
右
。
と
、
に
各
世
作
耐
山
常
利
子
の
表
商
利
姐
の
水
準
調
整
よ
り
一
歩
を
準
め
、
税
引
利
廻
を
頭
陀

泣
い
た
水
中
の
相
川
牲
が
問
団
と
な
る
の
で
あ
る
。
現
官
問
題
冷
一
切
か
に
す
る
に
先
λ
巳
て
配
常
利
干
の
全
部
に
わ
た
り
課
税
の
渡
選

そ
研
究
せ
ね
ば
た
ら
ぬ
が
、
間
閣
の
被
雑
化
を
避
け
ろ
た
め
先
づ
貸
付
資
本
利
子
の
み
の
課
視
の
務
涯
を
明
か
に
し
た
い
。

"長与:r~

貸
付
資
本
利
子
の
課
税
の
鐙
遜

刺
子
却
枕
と
酎
帯
悌
系

ブL



利
子
凍
結
と
貯
蓄
揖
系

O 

預
貯
余
の
利
子
は
貸
付
資
本
利
子
の
一
種
で
あ
る
。
貸
付
資
本
の
殻
建
は
近
代
陀
属

L
従
っ
て
貸
付
資
本
利
子
に
封
ず
る
課

同
叫
が
荒
要
問
題
ム
」
在
っ
た
の
は
最
近
の
己
と
で
あ
る
。
貸
付
資
本
は
、
そ
の
獲
得
及
び
そ
の
底
分
の
容
易
在
る
と
と
土
り
普
遁
性
と

融
油
性
lr
に
官
み
、
共
の
移
動
は
利
廻
則
定
に
強
〈
支
配
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
友
両
利
廻
が
一
一
限
定
ま
っ
て
ゐ
て
も
課
税
関
係

に
よ
り
資
質
利
廻
却
ち
礎
引
利
廻
が
唆
化
ず
る
と
忽
ち
に
し
て
貸
付
資
本
の
移
動
が
行
は
れ
る
と
と
、
た
る
。
般
に
貸
判
明
資
本
利
子

に
封
ず
る
課
税
は
慣
に
財
政
枚
入
を
得
る
と
云
ム
貼
の
み
土
り
取
扱
ふ
べ
き
も
の
で
な
く
、
金
融
市
揚
に
知
何
に
徴
妙
た
る
影
響
を

興
ふ
る
か
の
方
而
上
り
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

我
岡
最
初
の
所
得
税
は
明
治
二
十
年
忙
定
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
個
人
所
得
を
一
本
と
し
て
累
進
税
率
に
て
課
税
し
た
も
の

で
あ
っ
て
貸
付
資
本
利
子
に
封
し
て
特
別
の
取
扱
を
左
さ
左
か
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
三
十
二
年
の
新
所
得
税
は
第
一
種
「
法
人
の
所
得
」
の
次
に
、
第
二
種
「
此
法
律
施
行
地
に
於
て
支
排
を
た
ず
公
債
枇
債
の

利
子
」
聖
設
け
た
。
第
三
種
所
得
に
潤
し
て
は
千
分
の
二
十
の
比
例
税
率
を
一
止
め
、
第
三
種
「
州
各
種
に
川
崎
せ
ざ
る
所
得
」
の
累
進

役
翠
と
異
る
謀
役
方
法
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

共
後
、
所
得
税
の
改
定
が
行
は
れ
た
が
第
三
種
所
得
は
も
と
の
ま
L
で
あ
っ
た

9

漸
く
明
治
三
十
八
年
二
月
に
第
三
種
所
得
の
中

よ
り
「
軍
備
怖
充
の
潟
及
♂
臨
時
事
件
究
支
燐
の
潟
明
治
三
十
七
年
以
降
政
府
の
強
行
す
る
岡
ば
諮
鼻
持
の
利
子
及
貯
蓄
は
川
家
法
陀
依

り
焚
行
す
る
貯
蓄
山
川
券
の
利
子
」
を
匝
別
し
此
等
の
利
子
に
限
り
所
得
役
の
課
税
を
免
除
し
た
。
更
に
明
治
四
十
二
年
に
は
、
己
の

免
除
規
定
を
「
岡
山
の
利
子
」
金
帽
に
蛾
張
し
た
か
ら
、
第
二
種
所
得
と
し
て
深
枕
せ
ら
石
、
も
の
は
「
地
方
債
の
利
子
世
債
の
利

子
」
の
み
に
限
ら
れ
る
と
と
ー
、
左
っ
た
の
で
あ
る
。

大
正
七
年
に
は
第
二
種
所
得
を
ニ
つ
に
匝
分
し
地
方
債
の
利
子
に
は
干
分
自
二
十
、
世
山
田
白
利
干
に
は
千
分
の
三
十
の
課
税
を
し



た
大
五
九
年
の
新
所
得
税
は
第
二
種
所
得
の
税
苓
忙
も
唆
更
を
加
へ
、
(
一
)
地
方
債
の
利
子
百
分
の
四
‘
(
二
)
祉
債
又
は
銀
行
定
期

間
金
の
性
伎
を
有
ず
る
銀
行
現
金
の
利
子
百
分
の
五
と
定
め
た
。
従
来
、
銀
行
部
金
に
封
し
て
は
第
三
種
所
得
と
し
て
課
税
し
て
ゐ

た岬
T
円
で
あ
っ
た
が
現
貨
に
は
謀
枕
が
行
は
れ
て
ゐ
左
か
っ
た
の
を
、
新
所
得
税
法
に
よ
り
第
一
一
種
所
得
と
し
て
課
税
す
る
と
と
白
お
し

た
の
で
あ
る

3

貸
付
資
本
利
子
の
中
の
銀
行
民
金
利
子
に
劃
す
る
特
殊
課
枕
の
問
題
が
認
に
始
め
て
残
生
し
た
の
で
あ
る
。
大
正
十

二
年
に
は
、
従
来
銀
行
定
期
預
金
の
み
を
第
二
段
所
得
と
し
て
課
税
し
た
の
を
改
め
て
、
線
て
の
銀
行
預
金
を
第
二
種
所
得
と
し
て

課
税
し
、
克
に
従
来
第
三
樟
所
得
と
し
ず
一
課
昨
仇
し
た
る
貸
付
信
託
の
利
舗
を
第
一
一
種
所
得
と
し
て
課
税
す
る
こ
と
t

為
し
た
。

大
正
十
五
年
陀
至
り
新
た
陀
資
本
利
子
視
を
設
け
成
〈
公
位
、
枇
償
、
産
業
依
券
若
く
は
銀
行
現
金
の
利
子
又
は
貸
付
信
託
の
利

一
位
に
百
分
の
一
-
の
諜
況
を
し
た
。
そ
の
結
県
ー
と
し
で
(
二
国
債
の
利
子
に
封
ず
る
課
税
は
資
本
利
子
読
の
百
分
白
二
の
み
で
あ
り
、

二
芯
地
方
的
の
利
子
に
到
し
で
は
第
二
種
所
得
と
し
て
百
分
の
聞
の
所
得
税
、
資
本
利
子
税
と
し
て
百
分
の
二
、
合
計
百
分
の
六
の

謀
役
と
在
る
。
(
三
)
此
情
銀
行
政
金
の
利
子
貸
付
信
託
の
利
得
に
劃
し
て
は
第
一
一
種
所
得
と
し
て
百
分
の
五
の
所
得
税
、
資
本
利
子

視
と
し
て
百
分
の
二
、
都
合
百
分
担
七
の
課
税
一
と
た
る
。

昭
和
十
三
年
三
月
に
宅
り
臨
時
租
枕
刑
法
法
を
設
け
、
第
二
種
所
得
は
叫
訓
ず
る
役
率
を
一
両
め
る
と
共
に
資
本
利
子
役
の
税
率

を
百
分
の
悶
に
高
め
、
更
に
一
岡
山
山
利
午
及
川
議
伏
勢
利
子
に
封

f
る
所
得
税
発
除
の
法
律
」
を
廃
止
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
貸

付
資
本
利
子
医
封
ず
る
所
得
一
併
と
者
本
利
子
挽
し
」
の
税
率
は
突
の
如
く
に
も
臥
っ
た

3

即
ち
(
ご
岡
債
の
利
子
に
針
r
J

て
は
百
分
の
六
-

ヘ
二
)
地
方
債
の
利
子
に
到
し
て
は
百
八
」
の
十
、
三
二
，
一
此
債
銀
行
預
金
の
利
子
貸
付
信
託
の
利
徒
に
封
し
て
は
百
分
の
十
一
・
五
と
定

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

羽
子
謀
輯
'
P

」
貯
蓄
慣
系



利
子
課
揖

A
貯
蓄
盟
系

昭
和
十
一
一
年
八
月
の
北
支
事
件
特
別
税
法
に
つ
.
つ
い
て
開
和
十
=
一
年
三
月
の
支
那
事
境
特
別
税
法
が
定
め
ち
れ
た
。
貸
付
資
本
利

子
医
封
し
所
得
税
と
資
本
利
子
校
と
の
併
課
せ
ら
れ
る
と
と
は
同
様
で
あ
る
。
所
得
税
と
資
本
利
子
税
と
を
合
計
す
る
と
税
率
は
突

の
如
く
で
あ
る
。
(
一
)
図
債
利
子
は
利
率
年
四
分
以

F
の
も
の
百
分
の
六
、
利
牽
年
間
分
を
起
ゆ
る
も
白
百
分
の
六
・
丘
、
(
二
)
地

ぷ
仙
の
利
子
は
利
率
年
間
分
五
回
以
下
の
も
の
百
八
?
の
十
・
五
、
利
率
年
四
分
五
瓜
を
超
ゆ
る
も
り
百
分
の
十
-
-
五
、
(
三
)
枇
償

の
利
子
は
利
率
年
四
分
五
回
以
下
の
も
の
百
分
の
十
二
.
利
率
年
四
八
月
五
座
を
超
ゆ
る
も
の
百
八
月
白
十
三
・
五
、
(
四
)
銀
行
頂
金
の

利
子
及
貸
付
信
託
の
利
径
は
百
八
刀
の
十
一
一
と
定
め
ら
れ
た
。

昭
和
十

ι年
の
枕
制
改
一
止
に
よ
り
資
本
利
子
税
が
廃
止
せ
ら
れ
、
貸
付
資
本
利
干
に
は
所
得
枕
の
み
が
諜
せ
ら
れ
る
己
と
L
た
つ

た
3

そ
の
税
率
は
昭
和
十
七
年
に
情
加
し
克
に
開
和
十
九
年
忙
引
上
げ
ら
れ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
即
ち
分
類
所
得
税
の
配
首
利
子
所
得

の
一
部
と
し
て
、
(
ご
岡
山
の
利
子
(
昭
向
ト
五
年
目
百
分
の
凹
が
昭
和
十
七
年
に
は
百
分
の
九
)
、
(
二
)
地
方
債
の
利
子
(
昭
利
十
五
町
の
百
分

の
九
が
昭
利
十
セ
午
に
は
百
分
の
十
川
)
、
ニ
ユ
一
枇
伏
の
利
子
、
銀
行
前
金
の
利
子
、
合
同
運
用
信
託
の
利
採
(
昭
和
十
五
年
の
百
分
?
干
パ
が
昭

和
十
七
年
に
司
百
分
の
十
五
)
、
(
四
)
銀
行
肘
蓄
預
合
、
内
川
明
記
組
合
肘
金
等
の
利
子
(
昭
利
十
斤
年
の
百
分
台
立
が
昭
和
十
七
年
に
は
百
分
の
十
)

に
つ
き
奥

-2従
事
を
遁
別
し
て
ゐ
る
。
更
に
総
合
所
得
税
と
し
て
此
等
の
貸
付
資
本
利
子
の
六
割
を
他
の
所
得
と
合
算
し
て
累
進
殺

事
を
深
ナ
る
か
(
所
得
位
法
第
三
十
傑
に
結
合
所
得
曲
目
制
刷
所
得
の
算
聞
を
姐
定
し
「
本
法
施
行
地
に
於
て
支
梯
を
受
〈
る
会
債
、
枇
債
、
銀
行
預
金
比

第
二
十
一
価
指
一
一
一
項
に
姐
定
す
る
預
金
内
利
子
誌
に
命
令
を
以
て
定
む
Q

合
周
運
用
信
託
の
剥
揺
は
前
年
中
目
杭
入
金
制
よ
り
共
白
十
分
の
凹
を
控
除
し

た
る
会
問
」
と
定
め
て
ゐ
る
)
叉
は
源
泉
課
税
の
比
例
税
率
を
即
時
十
る
か
の
法
揮
を
詳
し
て
ゐ
る
。

目
巾
本
法
施
行
地
に
於
て
支
持
を
受
〈
る
公
債
、
世
債
、

(
所
得
砥
法
第
百
六
時
に
「
例
人
の
締
所

銀
行
司
企
及
第
二
十
一
山
崎
第
一
一
一
項
に
規
定
す
る
預
金
円
利
子
叫
に
命
令
を
は
て
定
む
る
合
同
運

信
託
朋
の
利
盆
に
付
て
は
円
品
分
の
内
納
税
義
務
者
の
申
請
に
依
り
他
の
所
得
と
之
を
区
分
し
利
子
又
は
利
益
白
支
部
の
際
其
の
利
子
金
額
又
は
利
益
金
額



と
を
轟
揖
標
準
と
し
百
八
町
白
こ
+
注
目
秘
事
に
佐

w'
其
の
結
合
所
得
挽
そ
賦
課
す
る
こ
主
を
得
」
主
定
め
て
ゐ
る
。
)

明
治
三
す
二
年
の
第
二
種
所
得
が
公
的
枇
償
丹
利
子
に
限
ら
れ
一
本
の
比
例
枕
寧
で
あ
っ
た

ρ
陀
比
す
る
と
、
昭
和
十
三
年
以
後

の
貸
付
資
本
利
子
は
範
聞
に
於
て
損
大
し
枕
率
に
於
て
複
雑
し
て
来
た
。

第

貸
付
資
本
利
子
の
非
課
税
と
租
税
減
免

各
種
の
貸
付
資
本
利
子
に
封
し
各
種
の
祇
率
が
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
前
週
の
拍
り
で
あ
る
。
即
ち
一
川
仙
の
利
子
、
銀
行
頭

金
の
利
子
、
合
同
運
用
信
託
の
利
従
忙
針
ず
る
及
率
が
最
も
高
く
、
地
方
債
の
利
子
に
封
ず
る
税
率
が
之
に
つ
宵
、
銀
行
貯
蓄
預
金

産
業
組
合
府
金
等
の
利
子
に
針
す
る
枕
率
が
史
に
之
に
つ
ぎ
、
園
山
川
の
利
子
に
封
ず
る
税
率
が
設
も
低
い
。
各
種
の
貸
付
資
本
の
利

廻
の
水
準
は
、

己
の
凍
況
に
よ
っ
て
一
一
艇
は
調
強
せ
ら
れ
て
ゐ
る
認
で
あ
る
が
、
原
則
に
劃
す
る
例
外
占
し
で
各
穏
貸
付
費
木
利
子

に
封
し
非
課
税
と
租
税
減
免
と
の
規
定
が
設
け
ら
れ
更
に
新
た
な
る
利
廻
の
水
叩
が
生
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

貸
付
資
本
利
子
に
封
ず
る
所
得
荷
心
非
課
役
の
規
定
は
所
得
税
法
と
関
民
貯
蓄
組
合
法
と
に
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

所
得
税
法
第
十
一
僚
と
第
二
十
九
傑
と
に
よ
れ
ば
、
突
の
所
得
に
分
類
所
得
税
を
も
綜
合
所
得
税
を
も
課
し
た
い
E
と
ミ
し
て
ゐ

る
。
そ
の
第
一
は
「
郵
便
貯
金
の
利
子
」
及
「
小
切
手
を
以
て
引
出
す
首
座
預
金
で
あ
っ
て
元
本
百
闘
に
付
日
歩
=
一
厘
を
超
え
友
い

も
の
L
利
子
-
で
あ
る
。
そ
の
第
二
は
元
本
五
千
闘
を
超
え
た
い
銀
行
貯
蓄
質
金
、
産
業
組
合
預
金
、
工
業
組
合
商
業
制
合
貿
易
組

合
漁
業
協
同
組
合
友
向
動
車
運
活
事
業
組
合
江
針
す
る
問
金
、
工
業
組
合
聯
合
曾
、
商
業
組
合
聯
合
合
、
貿
易
組
合
職
合
舎
、
自
動

車
運
設
事
業
組
合
聯
合
合
及
商
工
組
合
中
央
金
庫
忙
封
ず
る
預
金
、
恩
給
金
庵
双
庶
民
金
床
に
針
す
る
預
金
の
利
子
で
あ
る
。

園
民
貯
蓄
組
合
法
第
四
僚
は
突
の
二
つ
の
揚
合
に
つ
き
非
課
税
主
規
定
し
て
ゐ
る
。
第
一
は
闘
民
貯
蓄
組
合
の
斡
旋
陀
依
る
銀
行

利
子
課
読
と
貯
蓄
瞳
系

「



利
子
課
視
と
貯
蓄
控
高

P可

間
金
、
貯
帯
銀
行
問
金
、
産
業
組
合
服
金
、
勤
務
止
引
け
令
一
兆
の
他
の
引
金
又
は
合
同
運
用
信
託
に
し
で
契
約
期
間
二
午
以
上
。
も

円
一
、
一
正
本
が
七
千
閣
を
超
え
な
い
と
き
は
共
白
利
干
又
は
利
徒
に
つ
い
て
は
所
得
税
を
課
し
た
い
。
第
二
は
国
民
貯
番
組
合
の
斡
旋

吃
依
り
民
入
れ
二
年
以
上
の
期
間
除
却
又
は
交
付
、
賀
却
を
友
さ
な
い

E
と
を
約
し
て
保
管
を
委
託
し
叉
は
殻
録
を
潟
し
た
閣
伏
、

地
方
山
、
一
刷
出
川
又
は
外
聞
有
償
誰
匁
に
し
て
相
而
金
制
七
千

m
t超
え
友
い
も
の
L
利
子
に
つ
い
て
は
所
得
税
を
課
し
な
い
。

突
に
貸
付
資
本
利
子
に
対
す
る
所
得
税
の
減
免
の
規
定
は
、
臨
時
洞
税
措
置
法
、
納
税
施
設
法
、
臨
時
資
金
調
整
法
に
定
め

ら
れ
て
ゐ
る
。

，M
時
租
枕
措
位
法
は
貸
付
資
本
利
子
に
針
し
特
権
の
租
挽
制
収
減
規
定
を
ぷ
け
て
ゐ
る
が
、
還
に
は
第
一
僚
の
九
を
掲
げ
る
こ
と
t
A

寸
る
つ
第
一
に
銀
行
定
則
則
金
の
利
子
又
は
合
同
運
刑
信
託
の
利
錠
に
つ
い
て
は
頂
け
入
又
は
信
託
の
期
聞
に
憾
と
利
子
又
は
利
盆

金
制
に
一
定
の
制
合
(
頂
げ
入
又
は
信
託
白
日
よ
り
一
一
勾
を
柳
川
過
し
二
年
に
尚
た
な
い
問
に
主
姉
を
受
(
る
も
の

百
分
の
つ
同
ご
年
を
軒
過

L
-
一
-
一
平
に
尚
た
な
い
間
に
於
て
文
柿
を
受
〈
る
も
の

百八仲

H
P
二、

同
一
一
一
年
ー
を
間
過
し
同
年
に
尚
た
な
い
問
に
於
て
文
掃
を
受
〈
る
も
の

1!干

分の一一
J

同
問
年
を
料
越
し
五
分
白
に
揃
た
な
い
聞
に
於
て
立
排
を
受
〈
る
も
の

百
分
の
問
、
同
五
年
を
制
過
し
た
る
後
に
於
て
支
摘
を
受
〈
る
も

σ〉

可
分
円
五
)

を
乗
じ
て
学
問
し
た
る
金
制
に
相
川
H

川
す
る
分
類
所
得
税
を
軽
減
す
る
。
第
二
に
「
明
治
コ
一
十
九
年
法
律
第
三
十

両
被
叉
は
目
別
的
午
恐
怖
邦
法
に
依
り
比
川
一
録
し
た
ろ
関
山
川
又
は
岡
山
川
以
外
の
公
的
若
く
は
枇
仙
の
利
子
に
し
て
啓
一
録
し
た
る
円
よ
り
起
算

し
三
年
以
後
に
於
て
支
挑
を
受
〈
る
も
の
」
又
は
一
郵
便
官
者
に
保
管
を
委
託
し
た
る
公
的
又
は
枇
山
の
利
子
に
し
て
保
管
を
委
託

し
た
る
日
土
り
起
算
し
三
年
以
後
に
於
て
文
排
を
交
〈
る
も
の
」
に
つ
い
て
は
利
子
金
制
の
百
分
の
五
に
相
営
す
る
八
刀
剣
所
得
税
を

料
減
ず
る
と
と
t
A

し
た
。

納
税
施
設
法
第
十
六
慌
に
よ
り
、
納
税
準
備
制
金
の
利
子
に
守
い
て
は
、
甲
種
の
配
由
利
干
所
得
に
針
す
る
分
細
川
{
所
得
税
を
苑
除



し
で
ゐ
品
。
但
し
納
税
準
備
預
金
を
租
境
会
謀
。
納
付
以
外
の
目
的
0
4
K
め
引
出
し
た
金
額
。
利
子
の
分
は
課
税
を
亮
除
さ
れ
た
い

E
と
ミ
な
っ
て
ゐ
る
。

臨
時
資
金
調
整
法
第
十
僚
の
三
に
よ
り
銀
行
、
信
託
脅
枇
、
保
険
曾
刷
、
市
街
地
信
用
組
合
、
市
町
村
農
業
舎
、
無
課
品
官
枇
等
白

貯
日
常
取
扱
機
闘
に
針
し
岡
山
貯
金
の
如
き
新
種
貯
蓄
の
取
扱
を
命
じ
更
に
第
十
保
の
八
に
よ
い
叶
此
等
新
種
預
貯
令
一
の
利
子
に
闘
し
.
租

税
の
減
免
を
な
す
を
得
る
と
と
t
h

し
て
ゐ
る
。

四

以
上
の
如
〈
貸
付
資
本
利
子
に
針
し
て
は
版
則
的
に
所
得
税
法
に
よ
る
荒
別
課
税
が
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
更
に
或
種
の
所
得

に
封
し
て
は
所
得
税
法
と
国
民
町
者
組
合
法
と
に
よ
り
所
得
税
主
謀
せ
な
い
と
と
、
し
て
ゐ
る
。
最
後
に
特
定
の
所
得
に
つ
い
て
は

臨
時
租
税
措
置
法
、
納
税
施
設
法
、
臨
時
資
合
調
教
法
が
或
は
所
得
挽
を
免
除
し
叉
は
所
得
税
を
柄
減
し
て
ゐ
る
。

か
〈
の
如
〈
貸
付
資
本
利
子
に
封
ず
る
諜
視
は
頗
る
複
雑
し
て
ゐ
る
。
北
ハ
の
結
川
市
と
し
て
去
一
而
利
迦
の
少
い
預
貯
金
の
方
が
表
一
白

利
廻
の
大
た
る
制
貯
金
よ
り
も
税
引
利
廻
に
於
て
ム
へ
た
る
場
合
が
見
交
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
貸
付
期
間
の
長
銀
に
接
〈
預
貯
金
の
種

類
の
他
に
、
税
率
の
犬
小
、
非
凍
税
、
課
枕
の
減
免
に
某
〈
引
用
金
の
層
制
州
が
市
要
と
な
っ
て
き
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
現
に
普
通
銀

行
の
取
扱
っ
て
ゐ
ろ
別
貯
金
だ
け
で
も
突
の
十
故
稜
に

1
6、
そ
れ
ぞ
れ
異
る
利
率
を
有
し
そ
れ
ぞ
れ
具
、
ろ
税
率
が
定
め
ら
れ
て
ゐ

る。

一、，
1
4

広

Hi 

ヲ詮

(
H
歩
屈
)
(
分
矧
所
得
砥
も
綜
合
所
得
税
も
訓
課
税
)
(
所
作
税
法
第
十
一
陣
第
二
十
九
僚
)

二
、
特
別
常
座
引
金

(
H
歩
五
回
(
分
類
所
得
桔
一
五
%
、
綜
合
問
符
桔
も
課
税
)

1W 

ま現

f:(i 

金

(
日
歩
六
即
)
(
分
類
所
得
世
一
五
声
、
結
台
所
得
酷
も
課
税

四
、
定

山l

j:(i 

rか

(
年
=
一
分
一
一
一
一
肌
)
(
分
知
所
得
役

、
一
ハ
ヰ
未
尚
一
五
戸
、

一
年
以
1
一-勾未

t

耐
一
円
声
、
二
年
以
J

一
一
一
斗
未
満
三
一
一
戸

利
子
謀
韓
と
出
議
悦
系

五



利
子
課
挽
と
貯
蓄
盟
系

五
、
別

六
、
也
百

段j亙

頂n1 

じ
、
取
管
財
置
貯
金

アて

一
一
一
年
叫
上
川
年
未
満
一
一
匹
、
月
年
以
上
互
市
未
満
一
一
耳
、
宜
年
以
l
一

o
u
J
、
結
合
所
得
控
も
課
枕
)
(
臨
時
剖

柑
借
世
也
捕
一
慌
の
九

金

(
祖
畑
現
在
判
事
此
ド
)
(
分
矧
所
得
由
一
豆
洋
、
総
告
所
得
控
も
刊
尚
南
)

金

(
日
歩
五
周
)
(
捷
舟
揃
此
貯
告
と
ん
川
拝
平
均
鳩
山

ι千
阿
以
下

分
判
所
得
砥
も
綜
合
印
刷
得
砥
も
非
課
砥
、
品
市
替
据

世
貯
金
と
A
n
算
平
均
残
同
五
千
四
組
過

分
制
所
得
勘
一

O
匹
、
綜
合
所
得
胞
も
諜
商
工
所
得
積
法
第
ト
一
保
第

二
十
九
時
)

(
平
一
三
分
一
一
川
)
(
習
活
貯
金
と
作
算
千
均
残
一
内
五
千
四
は
下

分
刻
所
得
砥
も
綜
台
所
得
挽
も
非
課
積
、
腎
掴
貯

晶、と
A
日
明
神
平
均
拍
同
町
五
千
四
超
過

分
矧
所
得
積
一

o
d
p
、
結
合
所
得
積
も
課
積
)
(
所
得
位
法
第
十
一
陣
第
二
十

九
悔
)

八
、
岡
民
貯
蓄
組
合
預
金

イ

定

明

(
特
別
戸
川
座
預
金
、
時
通
貯
金
、

策
骨
加
佐
貯
金
に
つ
い
て
は
珂
民
貯
蓄
組
合
斡
旋
に
h
L
ら
な
い
も
町
と
同
様

で
あ
る
。
〕

JJ'i 

金

(
年
一
一
一
分
一
一
一
周
)
(
一
五
本
七
千
図
以
下
川
間
二
年
以
上

分
鋼
所
得
枕
も
綜
合
所
得
砥
も
非
課
砥
)
(
元
本
セ
千

聞
は
下
期
間
一
年
未
渦

揖
一
四
声
、
結
合
所
得
積
も
課
酷
)
(
元
本
七
千
閲
超
過
期
間
一
年
未
満

超
過
期
間
一
年
以
上
二
平
未
満
一
:
分
鋼
所
得
積
一
匹
匹
、
一
耳
本
七
千
園
超
過
期
間
二
年
以
上
一
=
一
年
未
満

分
相
所
得
砥
一
五
声
、
一
正
木
セ
千
岡
以
下
朋
同
一
年
以
上
二
年
未
満

分
鋼
所
得

分
刻
所
得
砥
一
五
声
、
一
耳
本
七
千
四分

類
所
得
曲
一
三
百
、
元
本
七
千
間
超
過
期
間
=
一
年
以

i
凹
年
末
揃

分
獅
所
得
積
一
二
芳
、
元
本
七
千
固
超
過

期
間
四
年
以
上
五
年
末
尚

分
割
所
得
枕
一
一
声
、
一
克
本
七
千
四
超
過
期
間
主
年
以
上

分
相
川
所
得
租
一

O

封
、
綜
合
所
得
税
も
謀
説
)
(
悶
民
貯
蓄
組
合
法
第
凶
保
、
臨
時
租
租
措
置
桂
第
一
保
の
九
)



(

ロ

)

摺

置

九
、
納
挽
準
備
頂
金

十
、
図

H宇

{L't-

-
十
一
、
特

殊

頂
¥ 

第
四 貯

金
ヘ
日
歩
九
層
)
(
元
本
七
予
園
以
下
期
間
二
年
以
上

超
過
分
煩
所
得
積
一
五
月
、
期
間
二
年
末
端

組
合
法
揮
四
惜
)

分
類
所
得
積
も
綜
合
所
得
積
も
非
課
積
〉
(
元
本
七
千
回
宇

八
百
類
所
得
積
一
五
区
、
綜
台
所
得
積
も
課
揖
)
(
闘
民
貯
蓄

{
日
歩
七
周
五
弔
)
(
所
定
の
祖
積
企
課
の
納
付
に
あ
て
た
る
と
さ

定
の
租
積
品
謀
の
納
付
以
外
の
震
に
抑
腐
の
と
き

分
瀬
所
得
批
見
積
、
綜
合
所
得
酷
課
砥
)
(
印
刷

分
類
所
得
酷
も
結
合
所
得
積
も
謀
輯
ス
朝
時
施
設
法
静
十
六

悔
) 

金

(
H歩
九
周
二
宅
三
分
類
所
得
麗
も
結
合
所
得
砲
も
鬼
桔
)

金

(
年
=
一
分
八
庖
)
(
分
類
所
得
積
一
五
百
円
、
綜
合
所
得
積
も
謀
舵
)

配
営
利
子
の
税
引
利
廻

以
上
は
貸
付
資
本
利
子
特
に
預
貯
金
の
利
子
を
中
心
と
す
る
複
雑
な
る
課
税
関
係
を
明
か
に
し
た
白
で
あ
る
が
、
更
に
各
種

の
配
常
利
子
の
課
税
関
係
に
つ
き
研
究
を
進
め
ね
ば
な
ら
ね
。
配
営
利
子
の
全
面
に
わ
た
り
表
而
利
廻
会
税
引
利
廻
と
を
比
較
す
る

と
と
に
よ
り
、
利
廻
水
準
の
調
整
が
行
は
れ
る
の
で
あ
る
。

品
背
部
銀
行
の
扱
ム
涜
貯
金
白
中
よ
り
特
別
常
座
頭
金
と
定
期
預
金
と
普
題
貯
金
と
据
置
貯
金
と
を
取
り
出
し
、
貯
蓄
銀
行
白
定
期

積
金
を
掲
げ
日
郵
便
貯
や
一
を
加
で
信
託
合
枇
D
合
同
運
用
信
託
と
投
費
信
託
、
図
的
貯
金
、
納
税
準
備
調
合
に
つ
き
調
査
じ
た
。

岡
山
川
に
つ
い
て
は
三
分
五
犀
利
付
の
も
の
と
割
引
園
併
と
を
分
っ
た
。
此
等
の
貸
付
資
本
の
外
に
株
式
を
掲
げ
た
の
で
あ
る
。
以
上

の
配
常
利
子
に
つ
き
先
づ
表
岡
利
廻
を
調
ぺ
、
突
に
分
類
所
得
税
の
み
を
差
引
い
た
利
遡
を
算
定
し
、
更
に
源
泉
選
捧
の
税
引
利
廻

利
子
課
積
と
貯
蓄
盟
系

を
掲
げ
、
最
後
に
五
寓
岡
超
過
所
得
屠
の
綜
合
課
税
の
税
引
利
廻
と
し
て
上
積
所
得
の
最
高
税
率
を
遁
用
し
て
計
算
し
た
の
で
あ
る
。

=
一
三
七



利
子
露
積
と
貯
蓄
但
系

表
面
利
廻

(
出
}

一
、
特
別
常
座
預
金
(
日
歩
主
厘
)

二
、
定
期
預
金
(
一
年
未
満
)

定
期
預
金
(
国
民
貯
蓄
組
合
)
(
七
千
四
以
下
)

一
一
一
、
普
詔
貯
金
(
目
歩
五
回
)
(
五
千
悶
超
過
)

回
、
据
置
貯
金
(
五
千
固
以
下
)

宜

、

定

期

積

金

穴
、
郵
便
貯
金
(
普
掴
貯
金
)

七
、
合
同
運
用
信
託
(
二
年
以

l
)

合
同
運
用
信
託
F

岡
民
貯
蓄
組
合
)
戸
七
千
園
以
下
)

設

費

信

託

八
、
圃
債
貯
金
(
七
千
回
以
下
)

丸
、
納
枕
堆
側
面
金
(
五
千
間
以
下
)

十

、

闘

債

割

債

十

一

、

株

式

7
A一一一王

子
z
g

司
了
三
口
(
〕

一・金五

五・=口邑

一一・
z
E戸一

-ru宝八口
五・円ロヨ

ヨ一・
2](]

目・国ロロ

ヨ・圭一己

一一・主-八

千
六
八
九

豆・主亘一

千
五
口
口

冒1

1岡

分
類
所
得
積

の
み
の
揖
引

利
廻
(
正
月
)一-zz

一

一一-
A
司主

五・
z
o司

一・六日一

子一一呂

一一・
2
i

六六

日一・占史
o

z
・-

2

一一

ヨ一・岳民〕

E

・者同口

z
・亘六[〕

一一・晶子九

百一・亘豆昔

畠
・

zz

一

回・七一毛

源
泉
選
揮
の

税
引
利
廻(

芦
)

7
完五

一・品交{)

亘

-
Z
口

口

，

一・一人品

ヨ一・
-r〕己

-一・
2
空一ハ

一一・唱」門司

ニ・一一-一一一

吉一・穴
D
H
}

Z
-
Z六
{

)

一一・当一人

-一・回ユ回

千五豆一

(
1
)
株
式

戸

3
)
関
債

先
づ
表
面
利
殖
か
ら
見
て
利
廻
の
大
小
の
順
序
に
配
列
す
る
と
突
の
結
果
を
得
る
の
で
あ
る
。

(2)
投
資
信
託

(
4
)
(
5
)
合
同
運
用
信
託
、
合
同
運
用
信
託
(
岡
民
貯
帯
組
合
)

(7)
閥
的
貯
金

(
8
)
(
9
)
定
期
賞
金
、
定
期
演
金
(
同
民
貯
蓄
組
合
)

余

(
時
)
定
期
税
金

U
)
(河
川
)
普
通
貯
金
、
特
別
首
座
預
金

(
川
山
)
侃
置
貯
金

三
=
一
凡

王
高
岡
超
過
所

得
に
於
け
る
綜

合
課
酷
の
枕
引

利
廻
(
芦
)一・

2
2

一・九七百一

五・五
E

D

--一人一一

=一・
=
8

一一・旦六由

一一・宝ハロ

ヱ・-=孟

千六(〕口

一・八九一一

五
ユ
言
口

-一・当丈

一一・回ニ告

千
歪
一

一一・回同七

(
孔
)
郵
使
貯
金

(
6
)
割
引
関
債

(
路
)
納
税
準
備
預



ャ
ー
陀
分
熱
所
得
税
h
u

崎
市
町
礎
引
材
刊
姻
b
ち
見
て
利
廻
D
大
ι伊
丹
一
順
序
に
配
列
す
る

ι次
回
知
〈
で

b
る⑮

(
1
)
株
式

(
2
)
投
資
信
註

(
3
)
合
同
運
用
信
託
(
周
民
貯
蓄
組
合
)

(
4
)
割
引
岡
債

(
5
)
図
偵
貯
金

(
6
)
国
債

(7) 

定
期
罰
金
(
同
民
貯
蓄
組
合
)

(
8
)
据
置
貯
金

(
9
)
合
同
建
用
信
託

(
刊
)
定
期
預
金

(
日
)
郵
便
貯
金

(
臼
)
納
税
準
備
預

金

(
臼
)
定
期
償
金

(
日
比
)
普
油
貯
金

日
)
特
別
堂
座
間
金

五
市
内
問
超
過
所
得
に
於
け
毛
税
引
利
廻
砂
一
見
る
。
但
し
貸
付
茨
木
利
子
に
つ
い
で
は
源
米
選
揮
の
方
が
有
利
で
あ
る
か
ら
源
泉
選

揮
の
税
引
利
旭
を
採
り
、
投
安
信
託
と
株
式
に
つ
い
て
は
綜
合
課
税
の
税
引
利
廻
を
用
ひ
た
。
利
廻
の
犬
小
順
序
に
配
列
し
て
突
の

結
果
、
を
得
た
。

(
1
)
合
同
運
用
信
託
(
岡
崎
時
貯
蓄
組
骨
}

(
2
)
割
引
国
仇

(
3
)
凶
依
応
金

(4)
定
期
預
金
(
岡
民
貯
帯
組
合
)

(
5
)
据
置
貯
金

(
ρ

り
)
郵
便
貯
金

(
7
J
納
税
準
備
民
金

(
品
)
株
式

(
9
)
閥
的

(
叩
)
定
期
積
金

(
口
)
合
同
活
用
信
託

(
担
)
定
期
預
金

(
同
)
投
資
信
託

(
H
H
)

普
通
貯
金

(
時
)
特
別
岱
座
預
金

株
式
は
表
耐
利
廻
で
も
分
類
所
得
税
の
税
引
利
廻
で
も
第
一
位
で
る
る
が
、
五
市
内
閣
超
過
所
得
の
税
引
利
廻
で
は
第
八
位
に
落
ち

て
ゐ
る
。

投
資
信
託
は
表
而
利
砲
で
も
分
類
所
得
税
の
税
引
利
姻
で
も
第
三
位
で
あ
る
が
、
玉
商
問
超
過
所
得
の
税
引
利
廻
で
は
第
七
戸
一
一
位

に
落
ち
て
ゐ
る
。

同
債
は
表
而
利
組
で
は
第
三
位
で
あ
る
が
、
分
類
所
得
枕
の
税
引
利
廻
で
第
六
位
に
落
ち
、
五
高
岡
超
過
所
得
の
税
引
利
廻
で
第

九
位
に
落
ち
て
ゐ
る
。

合
同
運
用
信
託
は
去
四
利
組
で
第
四
位
又
は
第
五
位
で
あ
る
が
・
分
類
所
得
税
の
税
引
利
廻
で
第
九
位
に
落
ち
、
五
寓
闘
超
過
所

制
干
謀
盟
主
貯
蓄
世
呆

三
三
九



利
子
課
柚
と
貯
蓄
慨
系

四
O 

件
で
第
十
一
位
に
落
ち
て
ゐ
る

合
同
運
用
信
託
時
民
貯
苦
組
合
D
表
町
利
廻
は
第
四
位
又
は
第
五
位
で
あ
る
が
、
分
類
所
得
税
の
涜
引
利
廻
で
は
第
三
位
忙
上
り

五
高
同
超
過
所
得
で
は
第
一
位
で
あ
る
。

割
引
閣
伎
の
表
耐
利
廻
は
第
J

ハ
位
で
あ
る
が
、
分
類
所
得
税
の
税
引
利
廻
で
第
同
位
に
上
り
、
五
寓
刷
超
過
所
得
で
は
第
二
位
に

上
っ
て
ゐ
る
。

土
石
。 圃

債
貯
金
の
友
商
利
廻
は
第
七
位
で
あ
る
が
、
分
知
所
得
ほ
の
杭
引
利
廻
で
第
五
位
忙
上
り
、
五
寓
闘
超
過
所
得
で
は
第
三
位
に

定
期
回
全
の
表
面
利
廻
は
第
八
位
又
は
第
九
位
で
あ
る
が
、
分
獄
所
得
枕
の
役
引
利
組
で
第
十
位
に
市
川
ち
、
五
寓
幽
超
過
所
得
で

も
同
様
で
あ
る
。

定
期
民
金
(
同
氏
貯
蓄
組
合
)
の
表
両
利
廻
は
第
八
位
又
は
第
九
位
で
あ
る
が
、
分
類
所
得
税
の
挽
引
利
廻
で
第
七
位
に
上
り
、
五
寓

間
超
過
所
得
で
第
四
位
に
上
っ
て
ゐ
る
。

仮
置
貯
金
の
友
商
利
廻
は
第
十
位
で
あ
る
が
、
分
頬
所
得
税
の
舵
引
利
廻
は
第
八
位
に
上
り
、
五
寓
閲
超
過
所
得
は
第
五
位
に
上

ヲハ

V
O

~ 

郵
便
貯
金
は
表
而
利
廻
も
分
知
所
得
税
の
'
税
引
利
廻
も
第
十
一
位
で
あ
る
が
、
五
時
園
超
過
所
得
は
第
六
位
に
上
る
。

納
税
準
備
脱
会
の
去
而
利
廻
も
分
類
所
得
税
の
税
引
利
廻
も
第
十
-
一
位
で
あ
り
五
諸
問
超
過
所
得
は
第
七
位
に
上
る
。

定
期
間
金
の
去
耐
利
廻
も
分
細
川
所
得
枕
の
枕
吋
利
廻
も
第
十
三
位
で
あ
る
が
、
ア
九
寓
閲
超
過
所
得
院
第
十
位
に
上
る
。

普
通
貯
金
の
表
両
利
廻
は
第
十
四
位
又
は
第
十
五
位
で
あ
る
が
、
分
類
所
得
税
の
税
引
利
廻
も
五
寓
闘
超
過
所
得
も
第
十
四
位
で



あ
る
。特

別
常
度
一
凶
金
の
去
問
利
姐
は
第
十
阿
佐
又
は
お
十
五
位
で
あ
る
が
、
分
類
所
得
税
の
税
引
利
廻
も
五
高
間
超
過
所
得
も
第
十
五

位
で
あ
る
。

友
両
利
廻
と
五
市
内
同
也
泊
所
得
の
枕
引
利
姐
と
の
順
序
が
大
関
一
致
し
て
ゐ
る
の
は
特
別
首
康
問
金
と
普
油
貯
金
と
定
矧
浪
合
と

定
期
積
金
と
合
同
運
用
信
託
{
同
民
貯
苦
組
合
)
と
の
五
つ
で
あ
る
。
順
序
の
落
ち
た
の
は
株
式
と
投
資
信
託
と
閣
伏
と
合
同
運
用
信
託

。
四
つ
で
あ
り
、
順
序
O
上
っ
た
の
は
制
叫
圏
一
一
山
と
陥
似
貯
金
と
定
期
間
以
金
(
附
民
貯
帯
組
合
)
と
侃
位
貯
金
と
郵
便
貯
金
と
納
税
准
備

取
金
と
の
六
つ
で
あ
る

3

か
く
の
知
〈
各
掩
配
常
利

F
nリ
枕
川
引
利
姐
即
ち
資
質
的
利
組
は
た
づ
夫
耐
利
廻
に
よ
っ
て
影
響
せ
ら
れ
、
次
に
差
別
課
税
に
よ
っ

て
影
簿
せ
ら
れ
、
非
課
砥
規
定
ー
と
深
枕
の
減
免
埼
定
に
拾
得
せ
ら
れ
、
更
に
川
相
何
者
内
所
川
刊
の
大
小
と
所
得
者
が
貸
付
資
本
刈
子
の

納
挽
に
際
し
源
一
民
選
搾
を
な
す
か
否
か
に
よ
り
影
響
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
最
後
心
要
素
た
る
所
得
者
の
所
得
の
大
小
と
所
作

者
が
源
泉
法
揮
を
な
す
か
否
か
に
よ
り
、
共
他
の
伐
件
に
て
は
利
廻
よ
き
配
常
利
子
が
利
廻
が
惑
く
な
り
、
共
の
建
鞠
の
境
界
が
或

は
五
高
岡
な
り
と
云
ぴ
或
は
八
寓
凶
た
h
M
と
云
は
れ
る
の
で
あ
る
。
配
常
利
子
の
大
小
が
あ
っ
て
税
傾
が
定
ま
る
の
が
原
別
で
あ
る

が
、
課
税
率
の
大
小
が
逆
に
配
常
利
子
の
利
廻
を
決
定
f
ろ
と
と
が
少
〈
た
い
。

第
五

貯
蓄
悦
系
の
整
備

各
人
の
経
神
生
前
は
脱
る
複
雑
し
配
営
利
干
所
得
に
つ
い
で
も
一
概
に
結
論
を
下
す
を
符
左
い
の
で
あ
る
。
綿
所
得
制
酬
が
一
一
一
千
図

以
下
で
あ
っ
て
綜
合
所
得
税
を
納
め
る
資
格
の
な
い
人
が
貸
付
資
本
利
子
の
納
税
に
つ
い
て
源
泉
恕
裸
の
方
法
に
よ
り
税
引
利
廻
の

利
子
課
揖
と
貯
蓄
蝕
系

一一一四-



利
子
課
措
と
貯
蓄
盟
系

四

悪
い
方
を
わ
ざ
わ
ぎ
採
っ
て
ゐ
る
揚
合
が
あ
る
。

こ
れ
は
必
中
し
も
市
町
村
民
穂
陀
措
置
〈
と
云
ム
ゃ
う
た
根
擁
忙
基
い
て
ゐ
る
D
で

な
ぐ
、
所
有
財
産
に
つ
い
で
秘
密
を
保
ち
た
い
と
か
納
視
の
手
数
を
避
け
た
い
と
云
ム
動
機
が
強
〈
響
〈
の
で
あ
る
。
更
に
貯
蓄
陀

つ
い
て
も
利
殖
の
念
を
会
〈
持
た
宇
貯
者
奨
励
政
策
に
共
鳴
し
精
紳
運
動
と
し
て
貯
蓄
に
い
そ
し
ん
で
ゐ
る
人
も
あ
る
。
叉
株
式
所

有
に
つ
昔
精
密
在
る
計
算
を
行
ふ
の
で
あ
っ
て
も
株
式
の
利
廻
が
大
で
あ
る
と
云
ふ
己
と
よ
り
も
元
本
の
場
動
忙
興
味
を
つ
左
ぐ
人

も
あ
る
。
従
っ
て
貸
付
費
本
利
子
の
課
税
を
研
究
す
る
に
営
つ
で
も
車
に
表
而
利
組
と
税
引
利
廻
と
の
一
関
係
陀
問
題
を
局
限
す
る
と

と
左
〈
此
等
の
織
で
の
要
素
を
頭
陀
入
れ
て
解
決
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
ね
。
そ
れ
に
し
て
も
貸
付
資
本
利
子
の
税
引
利
廻
が
園
債
消

化
政
策
に
如
伺
陀
貫
大
左
右
要
素
を
友
ナ
か
に
つ
い
て
は
一
言
を
ま
た
な
い
。

大
東
革
問
明
争
が
勃
渡
し
て
上
り
舟
苔
奨
励
は
、
我
閣
財
政
政
策
の
重
要
在
る
一
環
と
し
て
探
用
せ
ち
れ
相
常
在
成
績
を
あ
げ
て
ゐ

る
ョ
貯
蓄
の
種
頒
と
金
禰
と
が
今
日
の
如
き
古
川
明
達
を
怠
げ
た
の
は
杢
〈
此
の
政
策
の
賜
物
で
あ
る
。
し
か
し
一
位
合
制
度
は
分
化
と
綜

合
と
が
操
り
返
さ
れ
る
E
と
肥
土
り
護
迭
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
己
れ
は
租
税
儒
釆
に
於
て
も
貯
蓄
開
系
陀
於
て
も
同
校
忙
安
営
す

る
の
で
あ
る
。
要
は
分
化
と
綜
合
と
を
誼
常
に
調
整
寸
る
に
あ
る
の
配
釘
利
子
の
種
類
特
に
貸
付
資
本
利
子
の
種
類
は
、
政
府
の
貯

苔
奨
励
政
策
と
組
現
政
策
と
忙
よ
っ
て
、
多
数
に
上
り
複
雑
を
示
し
て
ゐ
る
。
し
か
も
附
和
十
九
年
に
行
は
れ
る
分
類
所
得
税
と
綜

合
所
得
税
と
の
挽
率
の
引
上
げ
に
上
り
各
種
配
営
利
子
の
水
準
に
型
動
を
生
ぜ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
恰
も
此
の
際
に
各
種
配
営
利
子
の

水
準
の
調
整
を
は
慣
ら
ね
ば
左
ら
ぬ
。
中
心
問
題
は
飽
く
ま
で
貸
付
資
本
利
子
で
あ
っ
て
預
貯
金
の
税
引
利
廻
の
水
準
の
調
整
を
考

へ
る
必
要
が
あ
る
。
預
貯
金
の
役
引
利
廻
に
つ
い
て
は
二
方
耐
を
考
へ
ね
ば
た
ら
ぬ
。

一
は
租
税
の
方
面
で
あ
り
、
二
は
貯
蓄
の
方

市
川
で
あ
る
3

貯
者
の
務
持
一
が
幼
稚
左
問
は
別
問
題
で
あ
ろ
が
今
日
の
如
堂
進
歩
を
遂
げ
も
凡
際
に
於
て
は
租
殺
に
於
て
閥
系
を
立
で
h

ゐ
る
如
〈
、
貯
蓄
に
つ
い
で
も
健
系
を
確
立
せ
ね
ば
友
ら
お
。



我
閲
O
貯
蓄
鞠
系
陀
つ
い
て
は
本
誌
泊
続
に
小
島
昌
太
郎
教
授
の
「
強
制
及
び
勧
誘
貯
蓄
の
縛
系
」
と
題
ず
る
論
文
が
質
表
せ
ら
れ

て
ゐ
る
が
、
戦
時
財
政
円
進
展
に
件
ひ
此
の
方
面
の
研
究
は
一
居
の
重
要
さ
を
加
へ
て
ゐ
る
。
貯
蓄
閥
系
白
確
立
は
貯
蓄
事
務
D
簡

素
化
と
云
ふ
現
貨
の
必
要
に
迫
ら
れ
頂
貯
金
種
目
の
整
備
よ
り
出
費
せ
ね
ば
た
ら
ぬ
。
預
貯
金
種
目
の
整
備
は
昭
和
+
九
年
の
所
得

化
し
た
の
で
あ
る

3

税
法
の
改
正
に
よ
り
解
決
を
念
が
れ
て
ゐ
る

3

普
也
銀
行
の
取
扱
ム
一
朗
貯
金
の
税
引
利
廻
は
税
法
改
E
の
前
後
忙
よ
り
突
の
如
〈
鑓

掴常

知康

預預

金金

、
定

頂

金

J明

凹
、
乗
替
据
悶
貯
金

玉
、
国
民
貯
蓄
組
合

ョ

据

置

貯

金

ハ
、
特
別
常
座
預
金

七
、
衆
脅
脊
週
貯
金

八
、
国

債

金

貯

丸
、
情
積
準
備
預
金

十

、

特

殊

預

金

十

一

、

別

段

預

金

利
子
課
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と
貯
蓄
控
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利
子
再
検
L
」
貯
蓄
閥
系

=
一
四
四

尚
、
貸
付
資
本
利
子
に
封
ず
る
分
類
所
得
税
の
税
率
を
改
正
す
る
と
共
陀
結
合
所
得
税
と
し
て
貸
付
資
本
利
子
の
七
割
を
他
の
所

件
と
合
算
し
で
累
進
税
率
を
諜
す
る
か
、
文
は
源
来
課
税
と
し
で
三
割
の
比
例
視
点
中
を
課
す
る
か
の
濯
揮
を
許
し
て
ゐ
る
。
文
、
株

式
の
配
営
に
封
ず
る
分
類
所
得
枕
の
課
税
に
つ
い
て
は
一
割
控
除
を
廃
す
る
と
共
に
税
率

E
一
一
割
九
分
と
定
め
て
ゐ
る
。
同
時
巨
費

金
の
出
例
流
れ
も
『
一
防
寸
た
め
郵
便
庁
金
の
利
子
。
引
下
げ
を
行
っ
た
り
で
あ
る
。

/ 

前
喝
の
役
引
利
組
去
を
参
照
し
た
結
収
と
し
て
、
回
貯
金
種
目
の
殺
備
に
閲
ず
る
次
D
=
一
項
目
の
具
隈
渠
が
考
へ

ιれ
5
0
第
一

は
特
別
常
座
償
金
と
怪
一
週
貯
金
と
を
統
合
す
る
と
と
で
あ
る
。
地
円
油
貯
金
と
特
別
常
座
間
金
と
の
税
引
利
遡
が
五
千
四
以
下
に
て
同

巴
で
あ
り
五
千
明
超
温
に
て
分
類
所
得
税
の
枕
点
字
に
五
分
の
差
あ
る
の
み
な
る
が
政
で
あ
る
。
第
二
は
定
矧
間
以
金
と
食
管
白
据
置
貯

金
と
の
統
合
で
あ
る
。
定
肌
現
金
の
役
翠
引
下
げ
に
よ
り
利
犯
と
期
間
と
に
於
て
用
者
を
例
立
せ
し
め
る
意
義
を
失
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
第
=
正
問
民
貯
盟
同
組
合
現
金
と
間
借
貯
金
と
の
附
者
を
見
〈
ち
ぺ
て
設
備
を
行
ふ
と
冒
乙
で
あ
る
。
岡
氏
貯
蓄
組
合
預
金
は
貯
蕎

奨
励
政
策
と
し
て
い
へ
な
る
功
績
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
が
、
共
後
に
普
通
銀
行
の
貯
者
銀
行
業
務
食
品
百
が
開
始
せ
ら
れ
、
更
忙
園
依
貯

金
が
保
則
せ
ら
れ
凶
民
貯
諮
組
合
預
金
も
と
の
遜
化
し
た
る
事
情
江
町
臆
す
る
必
裂
が
あ
る
。
一

か
〈
し
て
時
辺
銀
行
D
m
貯
金
の
穏
日
が
整
備
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
此
種
の
提
案
は
貯
蓄
事
務
の
簡
素
化
の
目
的
工
旬
州
た

を
立
て
る
必
要
が
あ
る
。

対
話
の
税
備
で
あ
り
云
ば
ば
治
鋭
的
の
も
の
で
あ
る
。
貯
蓄
悌
系
の
陣
立
の
た
め
に
は
浮
動
鵬
買
力
の
吸
収
に
闘
し
積
極
的
の
構
忽

今
日
の
我
閣
内
υ
貯
読
や
一
助
か
す
も
の
は
枕
引
利
姐
以
外
に
多
く
り
囚
子
が
あ
る
。
本
論
は
専
ら
税
引
利
廻
を
中
心
と
し
た
る
立
論

で
あ
る

3

貯
帯
と
和
伐
と
の
限
界
の
定
め
方
、
任
意
川
町
皆
同
と
勧
誘
貯
蓄
と
強
制
貯
訪
の
組
み
合
は
せ
、
此
等
は
帰
来
の
問
題
と
し
て

そ
の
解
決
を
残
さ
れ
て
ゐ
る
。
政
府
支
出
の
情
加
に
法
き
新
興
所
得
居
の
浮
動
腕
民
力
は
一
居
増
加
す
ぺ
〈
、
ヲ
ゲ
一
の
吸
牧
E
そ
貯
蓄

Mm系
確
立
の
中
心
問
閣
と
な
る
川
円
で
あ
る
包




